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ロチクングニア熱について
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○ 配付資料

資料 1-1 多剤耐性菌対策について
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資料 1-1

多剤耐性菌対策について



多剤耐性アシネトバクターについて

○ 多剤耐性アシネトバクターは、複数の抗菌薬に対する各種の耐性遺伝子を同時      |
に保有しており、ほとんどの抗菌薬に耐性を示す。

※カルバペネムという切り札的抗菌薬を分解する特殊な酵素を産生する。
※耐性を獲得したのは、アシネトバクター属のうち、「アシネトバクターロバウマニ」が大半。

02000年頃より欧米で広がりはじめ、臨床関係者の間で警戒され始めた。

O我が国でも、韓国や中東、米国などの医療機関で治療を受け帰国した患者から

分離され、一部は院内感染症の原因となつた。

02009年の、国内の約600の医療機関の調査で、アシネトバクター属菌が分離され

た16929名 の患者のうち、32名 (0.19%)の 患者から、多剤耐性アシネトバクターが

見 r⊃ か って い る 。  (※厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業による)

・アシネトパクターは、土壌中やヒトの腸内に広く生息する、環境菌の一つであり、院内感染

症や日和見感染症などの原因となる事はあるが、健常者に病気を引き起こす事は極めて
稀。

・多剤耐性アシネトパクターは、通常のアシネトパクターと比べ、特段、病原性が強いなど
の事実は確認されていない。

・多剤耐性アシネトパクターは一般健常者には無害であり、腸管内などに侵入しても、健常

者では、無症状。



帝京大学 医学部附属病院における院内感染 (多剤耐性アシネトパクター )の経緯について

(帝京大学からの報告等に基づく整理 )

[平成22年 ]

2巳   ・GICU病棟 (一般集中治療室)において1例 目検出

5月 中旬 ・複数の内科系病棟で10名 程度の患者から検出、全症例を個室管理

5月 21日 口感染が疑われたGICU病棟を一時閉鎖 (環境消毒実施後再開)

盤    口特定病棟において複数の患者から検出、全症例に対して培養を実施

6月 24日 “当該病棟の新規入院を停止。培養の結果、新たな保菌者が検出されなかったため
1週間後に入院再開

口多剤耐性アシネトバクター対策講習会を開催

7月 12日 口臨時感染制御委員会を開催し、今後の対策を検討
日外部委員による調査委員会の開催を決定

7月 30日 日外部調査委員会において死亡例を検討

8月 4日  ・厚生労働省及び東京都による定期立入検査 (特段の報告なし)

8月 9日  口保菌患者担当医師・看護師の専従化、保菌患者の監視等を実施

9月 1日 現在

・多剤耐性アシネトハ
゛
クター検出例は累計46例、現在の保菌患者は9名

口現疾患の進行例を含め死亡例は27例
一因果関係を否定できない症例は9例
―因果関係不明とされる症例は6例
―因果関係なしとみなせる症例は12例

9月 2日  ・同病院より、厚生労働省、東京都、板橋区保健所に対して報告

9月 7～ 21日 口同病院より、13例の追加報告、累計59例                     3



NDM‐1(ニューデリーメタロー8-ラクタマーゼー1)を産生する多剤耐性菌について

ONDM-1産生多剤耐性菌は、複数の抗菌薬に対する複数の耐性遺伝子を同時に保有してお
り、ほとんどの抗菌薬に耐性を示す。

※カルバペネムという切り札的抗菌薬を分解する「NDM-1」 という酵素を産生する。

ONDM-1産生多剤耐性は、大腸菌、肺炎拝菌などの「腸内細菌科」の菌にみられる。

02009年 に、インド系のスウェーデン在住者の患者から最初に分離されたとの報告があつた。

Oインドやパキスタン地域で医療行為を受け、英国や米国等へ帰国し、感染症を呈した旅行
者から多数分離され問題となった。

○我が国では、2010年9月 に第 1例が報告された。(2009年 5月 の検体から検出)

・大腸菌は、一般の健常者の腸内に生息する常在菌である。

・大腸菌は、抵抗力の弱い患者で、院内感染症や日和見感染症などの原因となるほか、健常
者でも、膀眺炎などを引き起こす事がある。

・NDM‐ 1を産生する大腸菌等は、通常の大腸菌等と比べ、特段、病原性が強いなどの事実は
確認されていない。

・NDM‐1産生大腸菌等が腸管内などに留まつている限り、健常者では、無害、無症状だが、

膀眺に感染すれば膀眺炎、肺に感染すれば肺炎、血液中に感染すれば敗血症を発症するなど
し、抗菌薬による治療が困難になることが懸念される。



これまでに専門誌に報告されているNDM‐1産生多剤耐性菌

国 (地域)<報告年> 菌種 患者数/株数

1.インド<2009> 肺炎拝菌 1名

2_米国<2010> 大腸菌、肺炎揮菌等 3名
※全てインド/パキスタンヘの渡航歴有り

3.インド(チェンナイ)     大腸菌、肺炎拝菌等 44巾未

4.インド(ハリヤーナ) 肺炎拝菌 26本未

5。 その他 (インド/パキスタン)    不明 73本朱

6.英国 大腸菌、肺炎拝菌等 37本朱
※全てインド/パキスタンヘの渡航歴有り

出典 1:American Society of Microbiology 2009 2:MMWR2010
3-6:Lancet lnfectious diseases 2010

※このほか、ベルギーにおいて、死亡患者1名 があつたとの報道あり。
また、カナダ、ケニアでも発見されたとの学会発表あり。            5   1



H22.8111

H22.8.18

NDM-1産生多剤耐性大腸菌
国内発生に関するこれまでの経過

※枠内は獨協医科大学病院における対応

H21.4  獨協医大病院に、50歳代の日本人男性 (インドから帰国後)が入院。
H21.5  この患者に、多剤耐性大腸菌が検出されたが、原因は分からず、菌

の検体を保存した。
口その後の検査で菌は検出されず、患者は退院。
・他の患者にも感染はみられなかつた。

英文医学誌「ランセット」電子版に、NDM-1産生耐性菌の欧州での発生に
ついての報告が掲載された。
厚生労働省は、NDM-1産生多剤耐性菌の海外での発生を受けて、国内

発生に備え、医療機関に、注意喚起を図るとともに、日立感染症研究所で
の検査が可能であることを周知するため、事務連絡を都道府県等に発出。

H22.8  獨協医大病院は、上記医学誌及び、厚生労働省からの事務連絡
等を受けて、保存した検体について詳細な検査を実施。

H22.8.30 獨協医大病院における検査で、NDM-1産生多剤耐性大腸菌であ
るとの結果が判明。

H22.9,6 獨協医大病院において記者会見を実施し、NDM-1産生多剤耐性大

腸菌の発生を公表。

H22。 9。 1～ 国立感染症研究所及び厚生労働省は、獨協医大病院での症例について
の一報を受け、情報収集を実施。確認の検査のための検体の提供を依頼。

H22.9.6   NDM-1産生多剤耐性大腸菌の発生についての報道。



厚生労働省の対応 (1)

1.耐性菌に関するサーベイランスの強化
○感染症法上の届出対象範囲の検討
・ 現在、感染症法上、5種類の耐性菌 (法または省令で規定)について届

出義務を課しているが、新たに発生している耐性菌を含め、対象の範囲
について検討 (9月 10日 に有識者の意見交換会を実施)

○実態調査の早急な実施
・ NDM-1産生多剤耐性菌等については、特殊な検査を要するため、全国

から、多剤耐性大腸菌などの検体を収集したうえで、国立感染症研究所
で検査を行い、国内の実態把握を実施 (9月 10日 に通知を発出)

2.全国の病院における院内感染の防止策
○院内感染対策の徹底に関する注意喚起
・ 院内感染対策の徹底に関し、都道府県を通じて全国の病院に周知する

文書を発出 (9月 6日 発出済み )

○院内感染対策のあり方に関する検討
・ 帝京大学医学部付属病院の事案に関する調査結果を踏まえ、院内感

染対策のあり方について、今後、有識者の意見を踏まえつつ検討    _
/



厚生労働省の対応 (2)

3.帝京大学医学部附属病院における事案への対応方策

○院内感染の防止体制等に関する事実確認
・ 9月 6日 に実施した厚生労働省及び東京都による立入検査の結

果等を踏まえ、院内感染の防止体制や報告までの経過等につい
て問題がなかったか事実確認を実施中

○国立感染症研究F~I所属の専門家チ=ムの派遣
・ 帝京大学医学部附属病院が新たに設置した調査委員会に、国立

感染症研究所所属の実地疫学養成チーム (FETP)の責任者が参加。
同委員会における検証の一環としてFEttPの 派遣を実施
※FETP・・・自治体からの要請に基づき、国立感染症研究所口感染症情報セン
ターから技術的支援を行うために派遣されるチームであり、対策に結びつけるた
めの実地疫学調査を実施するもの



感染症法の対象となる感染症

感 染 症 類 型 感  染 症 名 等

1類 感 染症 法  エボラ出血熱,ク リミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペ ス ト,マ ールブルグ,ラ ッサ熱

2類 感 染 症 法 急性灰白髄炎,ジ フテリア,重症急性呼吸器症候群 (SARSコ ロナウイルスに限る),結核,鳥 インフルエン
ザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウ イルスであってその血清亜型がH5Nl
であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ (H5Nl)」 という。)

3類 感 染 症 法  腸管出血性大腸菌感染症,コ レラ′細菌性赤痢,腸チフス,パ ラチフス
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日本紅斑熱,日 本脳炎,ハ ンタウイルス肺症候群,Bウ イルス病,鼻疸,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ベ ン ドラウ
イルス感染症,発 しんチフス,ラ イム病,リ ッサウイルス感染症,リ フ トパ レー熱,類鼻疸,レ ジオネラ症,レ プ トス ピ
ラ症,ロ ッキー山紅斑熱

類 感 染 症 法 インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。),ウ イルス性肝炎 (E型肝炎及び
A型肝炎を除く。),ク リプトスポリジウム症,後天性免疫不全症候群,性器クラミジア感染症,梅毒,麻 しん,メ チ
シリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

アメーバ赤痢,RSウイルス感染症,咽頭結膜熱,A群溶血性レンサ球菌咽頭炎,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎,

急性脳炎 (ウ エストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎
及びリフド レ熱 を除く。),ク ラミジア臓 け

舗 刷 籠 墨漬黒 又ξk窮 属 長名望肇裂⑮性 レンサ球菌感染症,細菌性髄膜炎,ジアルジア症,水痕 ,1

ンジローマ,先天性風 しん症候群,手足口病,伝染性紅斑,突発性発 しん,破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブドウ球
菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,肩 日咳,風 しん,ペニシリン耐性肺炎球菌感染病んヘルバンギーナ,マ
イコプラズマ肺炎,無菌性髄膜炎,薬剤耐性緑膿菌感染症,流行性角結膜炎,流行性耳下腺炎,淋菌感染症
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感染症法の対象となる感染症の定義・類型

感染症類型 性格 主な対応口措置

一類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づ

く総合的な観点からみた危険性が極めて
高い感染症

・原則入院
・消毒等の対物措置 (例外的に、建物への

措置、通行制限等の措置も適用対象とす
る。)

二類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づ
く総合的な観点からみた危険性が高い感
染症

・状況に応じて入院
口消毒等の対物措置

三類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づ
く総合的な観点からみた危険性が高くな
いが、特定の職業への就業によって感染
症の集団発生を起こし得る感染症

・特定職種への就業制限
・消毒等の対物措置

四類感染症 人から人への感染はほとんどないが、動
物、飲食物等の物件を介して感染するた
め、動物や物件の消毒、廃棄などの措置
が必要となる感染症

・動物の措置を含む消毒等の対物措置

五類感染症 感染症発生動向調査を行い、その結果等
に基づいて必要な情報を一般国民や医療
関係者に提供・公開していくことによつて、
発生・拡大を防止すべき感染症

口感染症発生状況の収集、分析とその結果
の公開、提供

10



医師の届出等

法第12条～14条に基づく1青報の基本的流れ

○ 全数把握対象疾患の患

○ 政令等で定める感染症 |

者等を診断した医師 (12条 )

こ罹患した動物を診断した獣医師(13条 )

0指 定届出機関の管理者 (14条 )

保  健  所
情
報
の
提
供
及
び
公
開

都 道 府 県 等

厚 生 労 働 省

国

民

・
医

療

関

係

者



感染症法の5類感染症の全数把握と定点把握

●全数把握 (感染症法第12条 )

概要 :診断した医師に届出を義務付け、全数を把握

対象疾患 :アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、 急性脳炎(ウエストナ
イル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本1画炎、ベネズエラウマ
脳炎及びリフトパレー熱を除く。)、 クリプトスポリジウム症、クロイツフェルトロヤコブ病、
劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄1莫炎菌
性髄1莫炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌
感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

概要 :指定届出機関からの届出により把握

対象疾患 :RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、
手足口病、伝染性紅斑、突発性発しんt百 日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺
炎、インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、 急
性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス

感染症、尖圭コンジロニマ及び淋菌感染症、クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、 細
菌性髄 1莫炎、ぺニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症

※ぺニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症及び薬斉」耐性緑膿菌感

染症 の指定届出機関は、「患者を三百人以上収容する施設を有する病院であつて、その診療科

名中に内科及び外科を含むもの」のうち、適当と認めるものを指定することとなっている。

(470医療機関が指定されている。)
ヽ

４
１
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耐性菌に関するサーベイランス

感染症法による報告 (五類感染症) JANISによるサーベイランス

目的

感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提

供を行うことを目的としている。
薬剤耐性菌による感染症の発生状況等を調査し、我が国
の院内感染の概況の把握、各医療機関において実施され
る院内感染対策の改善の支援等を行うことを目的としてい
る。

根拠 感染症法 (12条、14条 ) 予算事業 (統計法上の一般統計として承認 )

方

法

報告

対象と

内容

法又は省令に定められた耐性菌による感染症 (5種

類)を発症した患者又は死亡者について、発生した事

実及び性。年齢等を報告。

(無症候の保菌者は報告対象に含まれていない。)

以下のうち各医療機関が希望するものを報告。

●細菌検査による全検査データ(細菌の菌種と検出数、抗
菌薬への感受性 )

●入院患者における、主要な耐性菌の発生状況 D

●手術患者における倉1感染の部位や菌種

●ICU/NICUに おける感染症の発生状況と原因菌
等

報告

主体

全数IE握対象疾病 :全ての医師 (届 出の義務あり)

定点把握対象疾病 :指定届出機関 (全国で470医療機

関を指定、管理者に届出の義務あり)

任意に参加を希望する医療機関

(原則として200床 以上の病院に限る、平成22年 8月 現在
847医療機関 )

報告先 都道府県等を通じて国 国

情報の

集計・公表

健康局結核感染症課及び国立感染症研究所が、全国
の報告を集計し、傾向等の分析評価を加えたものを、
速やかに、週報及び月報等として、都道府県等に提供
するとともに、国立感染症研究所ホームページで公開。

事務局 (医政局指導課が日立感染症研究所の支援を得て

実施)が解析評価した情報 (医療機関ごとの菌分離率、耐

性菌の発生率、患者発生率等と全国の集計データとの比較
したもの)を各医療機関に還元。

全国の概況について、四半期や年次の報告を作成し、ホー
ムページで公開。

情報の

活用方法

全国における感染症の発生動向を公開することで、対

策の推進を促す。

各医療機関が、解析評価情報を院内感染対策の評価、推
進及び改善方策に利用する。
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5類感染症のうち、多剤耐性菌の報告数

※2010年は、1月 1日 から7月 31日までの集計値
注ソ ンヾコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症については、平成15年 11月 5日 からの数値である。

全数把握(12条 ) 定点把握 (14条 )

バンコマイシン耐

性黄色ブドウ球

菌感染症

バンコマイシン耐
性腸球菌感染症

ぺニシリン耐性

肺炎球菌感染症

メチシリン耐性黄

色ブドウ球菌感

染症

薬剤耐性緑膿菌
感染症

年 報告数 報告数 報告数 報告数 報告数

1999 23 2,129 11,088 437

2000 36 4,321 18,013 555

2001 40 5,254 18,409 611

2002 44 6:132 20,214 716

2003 0 59 6,447 21,302 759

2004 0 58 6,692 21,827 671

2005 0 69 6,233 22,615 697

2006 0 83 5,294 23,098 646

2007 0 84 4,840 24,926 528

2008 0 80 5,257 24,898 460

2009 0 116 4,772 23,325 450

2010※ 0 73 3,520 13,795 223

４
■

■
■



国立感染症研究所に設置された感染症情報センターは、患者情報及び病原体情報を集
計し、分析評価を加えた全国情報を、週報及び月報等として作成して、都道府県等の本庁
に提供するとともに、国立感染症研究所ホームページで一般に公表している。

2010年第36iE(0月 6日～9月 12日 ):通巻第12巻第36号

感染症の予防蘭 感染症の鳳社 対する医療lLnす薇 書

感染症発生動向調査

| 感染症週報
7-リ ンク機 のウ 見

― ―

http:〃idsconih.go.jp/idwr/indeX.html

<特集>多剤耐性アシネトパクター
アシネトFアデ冒目回¬電界

「
デワ環T瞑ワター)  た,"“年頃よリイラク戦争に離軍し負傷した将兵で

,

は,土晨.河

"1水

など自然環境中からしばしば分離き   多41H性 4 6¨m●
“=に

よる血灘嬢染筵や饉部感
れる環境薔である (本号3ページ)。 細腱侵入性:ま示   摯壼の多発ガ大きな問題となり,一般にも広く知られ

さず,外審議などの特定の病原因子を庄生しないた0,   るところとなつた。

httpl〃idsc.nih.go.jpヵ aζr/indexl.html
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全数把握対象疾病は、毎号の週報に掲載。
定点把握対象疾病は、毎月1回週報に掲載。

その他、病原微生物検出情報等に特集記事を掲載。

病原微生物検出情報
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瞳ゆノ :d3●.nhooゎ ●́61ハ
“
ほう.htni
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日 立 昼 築 掟 研 究 所
厚 」_労 働 者 健 康 局

結 構 感 染 症 課

専務局 感染研轟染症情報センター
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厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)

・ 厚生労働省医政局指導課が、日立感染症研究所の支援を得て実施する

サーベイランスシステム。

・ 薬剤耐性菌による感染症の発生状況等を調査し、我が国の院内感染の

概況の把握、各医療機関において実施される院内感染対策の改善の支

援等を行うことを目的としている。

※院内感染の発生状況そのものを調査するものではない

0 参加を希望する医療機関 (原則として200床以上の病院に限る、平成2
2年 8月 現在847医療機関)が、患者の検査により分離された細菌の薬

剤感受性 (抗菌薬に耐性があるかどうか)等の情報を登録している。

※各医療機関はJANISの登録情報と自施設の状況を比較することで、院

内感染発生の可能性を分析

・ 以下の5部門のサーベイランスを実施しており、医療機関は参加を希望

する部門のサーベイランスに参加している。

○検査部門  ○全入院患者部門 ○手術部位感染部門

○集中治療室部門    ○新生児集中治療室部門
16



院内感染対策サーベイランス事業のあり方について

医政局指導課

院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)は 、薬剤に耐性のある細菌の発生状況等を把
握するとともに、各医療機関において実施される院内感染対策の改善の支援等を行うことを目
的として、平成12年度より実施。

本事業は、各医療機関の院内感染対策の自主的な取り組みを支援する仕組みとして重要
な役割を果たしているところであるが、医療機関のさらなる取り組みを促進するため、今後、院
内感染対策中央会議や院内感染対策サrベイランス運営委員会での議論を踏まえつつ、その

充実について検討していくことが必要。

<検討項目の例>

○参加医療機関数の増加
・平成22年 8月 現在847医療機関が参加

○参加医療機関に対する支援の強化
・院内感染発生の可能性をより認識し易くするツールの活用

○地方自治体や」ANISに参加していない医療機関との連携
口地域の医療機関に対する地方自治体を通じた情報提供・注意喚起の支援
ロデータの一般公開の迅速化

※見直しの内容によつては人件費等の新たな予算を要する場合がある。
ウ，′



院内感染及び耐性菌への対策の全体像
院内感染対策や医療安全
に重点を置いたもの

耐性菌の発生防止や、耐性菌
による疾病対策に重点を置い
たもの

院内感染対策

(手洗いなど標準的な手技、
衛生管理、滅菌・消毒、

感染拡大防止策

等)
抗菌薬の適正使用

実
態
把
握

JANISによる
感染症法による報告

技術的支援 (指針の作成等)目
一（体
的
対
策
　
嫌
開

診療報酬上のインセンティブ

医療機関の指導監査

院内感染対策中央会議 厚生科学審議会感染症部会 等

18



有識者の意見交換会における主な論点(H22.9.10)

●把握の目的についてどう考えるか。
日全体の動向を把握するためか、現場の改善に結びつけるためか。
・どのような場合に、全数把握を行う必要があるか。
・感染症法に位置づけることによる普及啓発の効果をどう考えるか。

●把握の対象・方法についてどう考えるか。
・患者の発生数、菌の発生状況 (件数・割合 )、 集団発生 (アウトブレイク)のいずれを把
握するか。

一保菌と発症が異なるものであり、どちらを把握する方が意義が高いか。
・アシネトバクターロ大腸菌など菌種ごとに把握するか、3剤耐性など耐性の状況ごとに
把握するか。

・JANISによるサーベイランスで、全国の状況がどのように把握できるか。

●データの活用についてどう考えるか。
・各医療機関で活用できるデータはどのようなものか。
・把握した結果の情報提供が関係者に分かりやすいものとなつているか。

●制度の運用についてどう考えるか。
・発生数が少ない間に限つて全国的な把握するべきか。

●医療現場への影響についてどう考えるか。
・届出対象疾患や件数が増加すると、負担が増えるのではないか。
口医療機関への支援やインセンティブと、法的規制をどのように組み合わせて対策を進
めるか。

Ｇ

一



・ 国民の関心が高く、諸外国の状況からも増加の懸念される「多

剤耐性アシネトバクタT感染症」について、その動向を把握し、

情報提供することで、全国的な対策を促す観点から5類感染症に

指定することとしてはどうか。

・ その際、多剤耐性アシネトバクターは、既にある程度の医療機

関で検出されており、今後の傾向を把握することが必要である

ことから、「定点把握」対象疾病としてはどうか。
◆過去3年に、200床以上の医療機関へのアンケート調査で、回答医療機

関の12%で検出されたとの報告がある。

◆定点把握対象疾病の多剤耐性菌は、基幹定点 (全国で470の医療機関

を指定)から、月報として届出がなされている。

※ なお、「JANIS」の更なる活用を含め、院内感染対策につい

ては、今後「院内感染対策中央会議」(医政局)等で更に検討。



料 1-2

健感発 0910第 1号

平成 22年 9月 10日

厚生労働省健康局結核感染症課長

我が国における新たな多剤耐性菌の実態調査等について (依頼)

近年、多剤耐性菌の感染症による医療現場への影響は二層重大になつてお り、最

近では、これまで国内にみられなかつた、ニューデ リー・メタローβ―ラクタマーゼ

1(blDM-1)産 生多剤耐性菌等による感染事例が明らかになつています。このため、

国内における、このような多剤耐`陛菌による感染症の発生動向を把握 し、今後の対

策に活用するため、本年 9月 15日 から 12月 28日 までの間、新たな多剤耐性菌が

疑われる検体について、国立感染症研究所において詳細な検査を実施することとし

ましたので、貴管下医療施設にご協力いただけるよう、周知方よろしくお願いいた

します。     _

調査対象となる菌の範囲や、調査方法については、別添 1に示すとお りです。

併せて、多剤耐性菌に関する、一般向けの情報を別添 2にお示 しします。この情

報は、厚生労働省のホームページにも掲載いたしましたので、お知らせ します。

(多剤耐性菌に関するホームページア ドレスは、

http://www_mhlw.go.」 p/bunya/kenkou/kekkaku― kansenshou19/multidrug― resista

nt―bacteria.html■||卜。)
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への御協力のお願しヽ

1別添 11

丁我が国における新たな多剤耐性菌の実態調査」

目的

これまで、NDM-1や KPCを産生する多剤耐性菌は、海外で感染が拡大 していることが

報告されてきました。最近、国内においても、医療機関に入院 していた患者の感染や保菌

事例が確認されたため、国内での実態を明らかにし、医療関係者や国民に情報提供を行う

とともに、今後の耐性菌対策に役立てるために、調査を行います。このための、菌株のご

提供をお願いいたします。

調査の対象となる菌

ア 腸内細菌科の細菌 (大腸菌、肺炎拝菌、セラチア、エンテロバクター等)で あつて、

かつ、

イ カルバペネム系、フルオロキノロン系、アミノ配糖体系の 3系統すべての抗菌薬 (各

1剤以上)に「 R」 と判定されたもの

報告方法

● 通常の診療において、対象となる菌が確認された場合には、以下の方法でご連絡を

お願いします。

○ 別紙様式 1に記入いただき、国立感染症研究所へ、下記の電子メールア ドレス

あてに添付 して、送付 してください。

電子メールア ドレス : mdr―quervOnih.oo.ip(9月 15日 より使用可能です)

※ 様式1は、httpノ施刷wmh卜に9o ip′ bunya′kenkouノkekkaku¨ kansenshou1 9/munidrug― resistant‐ bacte"a htmi

からダウンロー ドできます。

○ なお、電子メールが利用できない施設は、FAXにて、042-561-7173ま で様式 1

を送付して ください。

● 国立感染症研究所から、菌株の送付方法等について、ご案内します。

※ なお、医療機関には、菌株の送付にかかる費用はかかりません。

調査期間

● 平成 22年 9月 15日 から 12月 28日 まで ′

(調査期間を変更する場合がありますが、その場合には、改めてご案内します。)

Fo3い合わせ先

日立感染症研究所 細菌第二部  電子メールアドレス :rndttuerv@面 h.Qo.b

電子メールが使用できない場合は、042-561-0771内線 3539(専用)までご連絡下さい。

(電話でのお問い合わせの受付時間帯は、祝日を除く、月～金の 9:00-17:00で す。)
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その他

● 通常の診療において見付かつた多剤耐性菌について、ご提供をお願いするものであ り、

本調査のためだけに薬剤感受性試験をお願いするものではありません。

● 過去の保存株については、対象としなくて結構ですが、調査対象の基準を満たし、渡

航歴等の臨床情報や、その他検査所見と併せて、国内で稀な NDM-1又は KPCを産生す

る多剤耐性菌を疑 う場合には、ご相談 ください。

● 外部機関に検査を委託 している場合には、医療機関か ら様式 1を用いてご連絡いただ

くこととなりますが、検査委託機関が菌株の提出についてご了解いただける場合は、国

立感染症研究所から菌株の容器をお送りする先として、検査委託機関を指定することが

できます。

● 貴医療機関において、PCR検査を実施し、NDM-1又 は KPCを産生する耐性菌が同定

された場合には、その旨も問い合わせ先までご連絡 ください。  
´

● 調査に関するご案内 (よ くある質問等)は、今後、厚生労働省ホームページに掲載い

たします。

http://―.mh掏晩90・jpノbunyaノ kenkouノkekkaku― kansenshou19/muⅢ drug‐ resistant‐bacteria.httni

「 どうぞ、ご協力をお願いいた します。 ｀
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多剤耐性腸内細菌 データ入カフォーム

(医療機関情報)

医療機関名 :

医療機関住所 : (〒   ‐    )

性〕l: 男 ・ 女   年齢 :    歳

過去一年以内の海外渡航歴 :

海外渡航歴 : あり 。 なし ・ 不明

渡航先 :

渡航先の医療機関の受診歴 : あり (外来のみ 。入院あり)

(菌株情報)

菌種名 :

カノ″ ペヾネム系抗菌薬の感受性  :
アミノグリコシ ド系抗菌薬の感受性 :

フルオロキノロン系抗菌薬の感受性 :

検体の種類 :  血液   髄液

電話 :

FAX:

患者 IDについて :

―患者について一患者 IDと し、医療機関内で使用しているIDや コー ド以外の値

を新たに設定してください。」

'定
した IDは F.5い合わせの際に利用 しますので、ど

の患者か識別1で きるように対照表は医療機関内で保管しておいてください。

なヒ′ ・ 不明

MIC_____ μg/mI

MIC―  μg/ml

MIC_____ 四 /ml

ご強当者k名 :

(背景情報)

患者ID:

検体番号 :

検体採取日:   月  日

呼吸器系検体   便   尿   その他 (

(医療機関で細菌検査の際に割り振られた番号を記入してください)

ご所属 :

衛生検査所等名称

御担当者様お名前

※海外渡航歴がある場合は、渡航先、渡航時期、医療機関の受診歴について記入をお願いします。

渡航時期 :

名

名

名

剰
馴
馴

ヽ
―
―
―
―
―
―
―
ノ

箱

一Ｔ

の用

所

送

住

輸

先

株

付

菌

送

ｒ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

の送り先が医療機関ご担当者と異なる場合 (検査所等)には、以下にご記入ください。

電話番号 FAX
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多剤耐性菌についての一般向け情報

(多剤耐性アシネ トパクター、NDM‐1産生多剤耐性菌についての情報です)

○ 多剤耐性菌とは?                   、
D細 菌のうち、変異 して、多くの抗菌薬 (抗生剤)がきかなくなつた細菌のことです。

・ なお、耐性菌・多剤耐性菌については、 1970年 代以降、MRSA(メ チシリン耐

性黄色ブ ドウ球菌)が広がっており、2000年 代に入つて、多剤耐性結核菌など、

さまざまなものが全国に広がつていることが知られています。

O 感染経路について

・ 手などについた細菌が、何かのきつかけで、日などから入つて感染 します。

O 健康な方にとつての多剤耐性菌について

“ 、感染力や病気をおこす力は、耐性菌ではない細菌と同じです。したがって、一般的

には、健康な方のからだの中に入つたり、皮膚や粘1莫の表面についたりするだけでは、

す ぐに病気になるわけではありません。

○ どのようなことが問題になっているのですか?
口 からだの抵抗力が落ちているときなどには、多剤耐性菌による感染症にかかること

があり、この場合、抗菌薬 (抗生剤)がきかないため、治療が難 しくなります。

O 感染しているかどうか心配なので、検査を受けたいのですが

日 症状がなければ、検査をする必要はありません。

・ 膀肌炎や肺炎などの感染症にかかつて、抗菌薬 (抗生剤)などによる治療をしても

よ〈ならない場合には、詳しい検査をする必要があります。

・ 詳 しい検査ができるところは、専門の検査機関などに限られています。主治医が詳

ポイント

● 多剤耐性菌とは、多くの抗菌薬 (抗生剤)がきかなくなつた細菌のことです。

● 健康な方については、一般的には、からだの中に入つたり、皮膚や粘膜の表面に

ついたりするだけでは、すぐに病気になるわけではありません。

● しか し、からだの抵抗力が落ちているときなどには、多剤耐性菌による感染症に

かかることがあり、この場合、抗菌薬 (抗生剤)がきかないため、治療が難しくな

ります。
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しい検査が必要だと考えた場合に検査をしまり。

O 体調が悪くて心配なときには ?

・ 熱がでるなど、体調が悪いときには、早めに医療機関に受診しご必要な検査を受け、

正しく診断をしてもらい、適切な治療を受けることが重要です。

口 感染症 |二かかつた人が、過去に飲み忘れて保管してあつた抗菌薬 (抗生剤)な どを、

自分の判断で飲むことは、多剤耐性菌を増やしてしまうことがあるので、とても危険

で́す。

O 家族が多剤耐性菌による感染症と診断されたときに注意することはありますか ?

・ 患者さんのかかつている多剤耐性菌による感染症が、ご家族の方にうつることは、

ほとんどありません。

・ しかしながら、たとえば、手についた菌が口に入つてしまう場合などに、多剤耐性

菌に感染することがあるので、患者さんに接触 した後の手洗いはきちんとすることが

大事です。

・ 特に、 トイレを使用 した後は、きちんと手を洗ってください。

・ 症状のないご家族の方には、日常の生活の中で、特別の対応をする必要はありませ

メし 。                                                                                           
・

0 多剤耐性菌が問題 となつている地域か ら帰国 しま したが、検査をする必要はあ ります

か ?
口 症状がなければ、検査 をする必要はありません。

、` 体調不良を感じたら、早めに医療機関を受診してください。受診するときには、渡

航先などを医師に話 してください。

O 多剤耐性菌に有効な消毒方法はありますか?

・ 腸管出血性大腸菌 (0157な ど)やサルモネラなどの食中毒をおこす菌の消毒と同

じように、加熱やアルコール系などの一般的な消毒薬が有効です。
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新たな多剤耐性菌の実態調査について

1 実績

平成 22年 9月 29日 現在、国立感染症研究所に到着 した検体数 :6件

(こ のうち、PCR検査結果が判明した検体は 2件 )

2 検査結果が判明した検体について

(1)菌種 :β
"Sノ

θ//′ p/7θ切り″liaθ

国立感染症研究所における PCR検査結果 :IMP-1型陽性

(2)菌種 :ル″ノθり″οル ″ιLgerノ

国立感染症研究所における PCR検査結果 :IMP-1型 陽性

-7-



事 務 連 絡

平成 22年 8月 18日

厚生労働省健康局結核感染症課長

ニューデ リー・メタローβ―ラクタマーゼ 1(NDM-1)産 生多剤耐性菌について

標記のニューデ リー・メタローβ―ラクタマーゼ 1(NDM-1)産生多剤耐性菌につ

いては、海外における感染事例に関して、平成 22年 8月 17日 以降、国内でも報

道があった ところです。

報道の概要は、イン ド、パキスタンで、本菌の感染事例が増加 してお り、英国、

ベルギー等においても、同地域で医療行為を受けて帰国 した者に感染が確認 された

という内容です。情報源 となつた研究報告は、平成 22年 8月 11日 付のランセ ッ

ト電子版に掲載 された報告です。

日本国内では、現在の ところ、本菌による感染事例の報告はあ りませんが、欧米

での感染事例の発生を踏まえ、我が国での発生に備 え、国立感染症研究所の協力を

得て、別添資料を作成 しました。貴管下医療施設に対 し、本菌に関する情報提供 を

行つていただくとともに、本菌による感染が疑われ る事例があれば、国立感染症研

究所への照会をお願いいたします。
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(別添 )

感染症・細菌検査ご担当の方々

○ 海外では、大腸菌や肺炎禅菌などの腸内細菌科の細菌に、ニューデリー ロメタ

ローβ―ラクタマーゼ 1(NDM-1)を産生する、新たなタイプの多剤耐性菌が報告

されています。

※インド・パキスタンや、英国での患者発生が平成 22年 8月 11日 、ランセッ ト電子版に

報告されています。

○ この耐性菌は、カルバペネムなどほぼ全てのβ―ラクタム系抗菌薬や、フルオ

ロキノロン系、アミノ配糖体系など広範囲の抗菌薬に多剤耐性を示します。

O これまで日本では発生が確認されていませんが、NDM-1の遺伝子は、伝達性プ

ラスミドにより媒介され、別の株の菌に伝播する現象がみられることなどから、

注意が必要です。

O ND‖-1産生株が検出されたと疑われる場合 (下記)は ,国立感染症研究所細菌

第二部 (代表電話番号 042-561-0771)に ご相談 ください。

l NDM-1と その遺伝子

llDM-1は 、カルバペネムを含む各種の広域 β―ラクタム薬を分解する酵素です。

酵素の活性中心に亜鉛を持つため、メタローβ―ラクタマーゼ (MBL)に属 し、この

酵素を産生する菌は、平成 21(2009)年に最初に報告 されました。llDM-1の遺伝

子は、伝達性プラスミドにより媒介 されている株 もあ り、共存する他の複数の薬

剤耐性遺伝子 とともに、遺伝的に系統の異なる別の大腸菌の株などに、接合など

により水平伝播する現象も見 られます。

2 NDM-1産 生株の特徴

(1)NDM-1は 大腸菌や肺炎拝菌などの腸内細菌科の菌種で確認 されてお り、カ

ルバペネムを含むほぼ全ての広域 β―ラクタム系抗菌薬 とともに、フルオロ

キノロン系、アミノ配糖体系など広範囲の抗菌薬に多剤耐性 を示す株が大半

を占めます。現時点では、国内では未承認ですが、チゲサイク リンや コリス

チンには、感受性を示す株が多いとされています。

(2) 大腸菌や肺炎拝菌は、NDM-1を産生す る株であっても、健康な人の腸管粘

月莫や体表面に付着 しているだけでは、原則的に無害です。

3 NDM-1産生株が分離 された患者背景

llDM-1を産生する多剤耐性の大腸菌や肺炎梓菌は、パキスタンやイン ドの医療
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施設で治療や施術 された経歴のある患者が、英国や米国などの医療機関で治療や

検査 を受けた際に発見されたものが多 く報告 されています。

4 11DM-1産生株が問題になる理由

これまでに、MBLに は、既に IMP-1や VIM 2な どのタイプが確認 され、我が国

を含む世界各地の医療環境に広が りつつありますが、それ らは、多 くは、緑膿菌

やアシネ トバクターなどで産生 され、大腸菌や肺炎拝菌では少数で した。しか し、

llDM-1は 、ヒ トの腸管に定着 しやすい大腸菌や肺炎拝菌において多 く見つかると

い う特徴があり、院内感染症や術後感染症の起因菌 としてのみならず、尿路感染

症な どを引き起こす新型の多剤耐性菌 として、今後、市中に広がる可能性 も懸念

されています。

5 NDM l産生株の検出と解析

(1) 大腸菌や肺炎拝菌でカルバペネム系、フル ロキノロン系、ア ミノ配糖体系

の 3つの系列の抗菌薬に全て「耐性」と判定された株が分離 された場合、NDM-1

産生株の可能性 も考慮 し、SMAディスクによる検査などを実施 します。

(2) SMAデ ィスク検査で陽性 と判定された株に対 しては、PCR検査を実施 し、

IMP-1型、VIM 2型の MBL遺伝子を検出 し、判定 します。

(3) SMAデ ィスク検査で陽性 と半1定 されたにもかかわらず、PCR検査で陰性 と

判定 された株については、国立感染症研究所の細菌第二部 (代表電話番号

042-561-0771)に 、詳 しい検査や解析について、相談す ることができます。

6 NDM-1産生株が検出された場合の対充ヽ

(1) llDM-1を 産生する株が検出 された患者は、個室管理 とし、標準予防策、接

触感染予防策を励行 し、他の患者に伝播 しないよ う感染予防対策 を実施 しま

す。

(2)NDM l産 生株が便や喀痰な どから検出されたものの、感染徴候が認められ

ない無症状病原体保有者の場合は、抗菌薬による除菌は行わず、標準予防策、

接触感染予防策を励行 しつつ、やがて消失するのを待ちます。

(3) llDM-1産生株による感染症を発症 した患者の場合は、患者の病状を考慮 し

て、抗菌薬療法を含む積極的な治療を実施 して ください。

(4)患 者の海外渡航歴及び渡航先での医療機関の受診歴を詳細に聴取 してくだ

さい。

(本解説を作成するにあたり、御協力をいただいた専門家)

荒川宜親部長 (国立感染症研究所細菌第二部)
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資料 2-1

チクングニア熱の4類感染症への追加等について

○ チクングニア熱は、蚊が媒介して感染するウイルス性の疾病であり、近年、
東南アジア地域で感染が拡がり、流行地からの帰国者での症例が増加傾向
にある。

(参考 1)チクングニア熱 とは

原 因  :ト ガウイルス科アルファウイルス属チクングニアウイルス

主な症状 :2～ 12日 (通常 4日 ～ 8日 )の潜伏期ののち、突然の発熱、激 し
い頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。関節痛は急性症状消失後 も数か月続
くことが多い。

診 断  :分離 0同定法による病原体の検出、
PCR法 による血清中の病原体遺伝子の検出、
ELISA法による血清中の IgM又は IgG抗体の検出  等

療  :対症療法が中心

防  :蚊の刺咬防止

(参考 2)東南アジア地域の拡が りは次頁参照。

(参考 3)流行地か らの帰国者での症例は、2006年 ～2008年には 0～3人、2009年 は

10人に増加

○ 感染症法における 4類感染症は、患者を診断 した場合、直ちに医師の届出
が義務づけられるとともに、媒介蚊の駆除対策等が法的に可能となるもの
であり、同様の蚊媒介性の疾病であるウエス トナイル熱、デング熱や日本
脳炎も四類感染症に分類されている。

○ これまでのところ、国内でのチクングニア熱の発生は認められていないが、
本病を媒介する蚊 (ヒ トスジシマカ)は我が国の多くの地域に分布 してお
り、帰国後の発症例を契機とした国内での流行が懸念されているところ。

(参考4)ヒ トスジシマカは、東北以南に分布。従来は、ネッタイシマカの媒介であっ
たが、近年、ウイルスの変異があり、ヒトスジシマカで高い媒介能力を有するよ
うになったといわれている。

○ 危機管理の観点から、チクングニア熱については、感染症法に基づいて、
発生状況の把握、必要に応 じた媒介蚊対策等が可能となる「四類感染症」
に位置づける必要があると考えられる。

○ このため、本部会では、チクングニア熱の国内での発生 口まん延対策と
して、

① 発生状況を的確に把握するための医師による届出
② 国内発生が起きた場合の必要に応じた媒介蚊対策

等を行うことができるよう、感染症法の対象疾病 (4類感染症)に加える
ことの必要性について確認いただく。

○ また、検疫法関係にもチクングニア熱を位置づけ、帰国時における患者
対応等を可能とすることの必要性について確認いただく。

治

予
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2005年以降の世界のチクングニヤ熱の流行とヒトスジシマカ

ｌ
Ｎ
ｌ

2009年スリランカ、タイ、マレ…シア、シンガポール、インド
ネシア、インド等で患者数が増加し、流行地域が拡大

● ヒトスジシマカの分布地
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2006年以降日本人17名の輸入症例

2007年北イタリア300A
患者発生(1名死亡)

2009年タイ南部で2万5千人
流行地域が北進

2005‐6年スリランカ 3万7千人
2009年5千人以上

2009年シンガポール
286名患者発生(増加中)

200506年レユニオン27万人(約250人死亡)

2006年ヒトスジシマカ体内での増殖活性が約100倍

増加したウイルスの突然変異株lA226Vlが出現、より強



2006年 2007年 2008年 2009年

E型肝炎 44 58 43 55

A型肝炎 223 157 170 114

エキノコックス症 13 20 25 28

オウム病 15 30 9 21

Q熱 2 7 3 2

狂大病 2 0 0 0

コクシジオイデス症 2 3 2 2

つつが虫病 380 389 453 455

デング熱 50 89 104 93

日本紅斑熱 45 102 133 129

日本脳炎 7 10 3 3

ブルセラ症 4 1 4 2

ボツリヌス症 2 3 2 0

マラリア 54 51 58 55

野兎病 0 0 5 0

ライム病 12 5 8

レジオネラ症 429 669 895 709

レプトスピラ症 24 34 44 15

(参考資料 )

0 4類 感染症等の届出 口確認状況

チクングニア熱 2 0 3 10

注 1:四類感染症は、2006年以降、発生の届出がない

ものは表から除いている。

注 2:チ クングニア熱は、国立感染症研究所で把握 して

いる数である。
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(参考資料 )

○ 最近の輸入感染症例 (2010年 6月 末現在 )

症例数   渡航先    発病年月  確認地 (都道府県)

１

　

　

２

スリランカ

スリランカ

2006年 11月

2006年 12月

東京都

新潟県

インド

インドネシア

インド

2008年 8月

2008年 9月

2008年 10月

大阪府

東京都

東京都

3

4

5

マレーシア

インドネシア

インドネシア

インドネシア

インドネシア

マレーシア

インド

タイ

インドネシア

ミヤンマー

2009年 1月

2009年 3月

2009年 5月

2009年 5月

2009年 5月

2009年 5月

2009生「 7月

2009年 9月

2009年 9月

2009年 12月

兵庫県

東京都

東京都

千葉県

東京都

東京都

長崎県

東京都

東京都

神奈川県

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

インドネシア

インドネシア

インドネシア

2010年 3月

2010年 5月

2010年 9月

京都府

東京都

東京都

６

　

７

　

８

○ 感染症法対象疾病のうち、蚊媒介性のもの

ウエストナイル熱、黄熱、西部馬脳炎、デング熱、東部馬脳炎、日本脳炎、
ベネズエラ馬脳炎、マラリア、リフトバレー熱 (すべて4類感染症)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号 )

(定義 )

第六条  この法律において「感染症」 とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感

染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をい う。

2 この法律において「一類感染症」 とは、次に掲げる感染性の疾病をい う。

一  エボラ出血熱

ニ  クリミア・ コンゴ出血熱

三  痘そ う

四  南米出血熱

五  ペス ト

六  マールブルグ病

七  ラッサ熱
' 3 この法律において 「二類感染症」 とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一  急性灰 白髄炎

二  結核

三  ジフテ リア

四  重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナ ウイルス属 SARSコ ロナウイルスであるものに限る。)

五  鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその

血清亜型がHttN一 であるものに限る。第五項第七号において 「鳥インフルエンザ (HttN一 )」 とい

う。)

4 この法律において 「三類感染症」 とは、次に掲げる感染性の疾病をい う。

一  コレラ

ニ  細菌性赤痢

三  腸管出血性大腸菌感染症

四  腸チフス

五  パラチフス

5 この法律において 「四類感染症Jと は、次に掲げる感染性の疾病をい うr

一  E型 肝炎

二  A型 肝炎

三  黄熱

四  Q熱
五  狂大病

六  炭疸

七  鳥インフルエンザ (鳥インフルエンザ (HttN一 )を除く。)

人  ボツリヌス症

九  マラリア

十  野兎病

十一  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食

物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響

を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

6  この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  インフルエンザ (鳥 インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

ニ  ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

三  クリプ トスポリジウム症

四 後天性免疫不全症候群

五  性器クラミジア感染症

六 梅毒

七  麻しん

人  メチシリン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症

九  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病 (四類感染症を除く。)であって、前
各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定め

るもの

7-23 (略 )
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資料 2-2

チクングニア熱の検疫感染症への追加

(検疫法第 2条の追加関係 )

1。 検疫の対象となる感染症 (=検疫感染症)の範囲については、「国内

に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入する

ことを防止することを前提に、水際対策と国内の感染症対策との連携等

を踏まえつつ定めている。

2。 チクングニア熱については、これまで我が国には見られなか つたとこ

ろであるが、近年、海外旅行等でアジア諸国を訪れた際に現地で感染す

るなどして、国外から侵入している実態があり、国内の感染症対策にお

いて問題となっている。チクングニア熱は、蚊を介して感染するもので

あり、人から人に伝染するものではないため、隔離及び停留の措置を講

ずる必要はないが、当該感染者が国内に増えてい<と、蚊の媒介により

人から人に伝染し、国内に常在化するおそれがある。

また、平成 15年改正では、当時、デング熱及びマラリアなど、これ

まで我が国には見られなかつた感染症が国外から侵入している1頃向があ

り、当該患者が国内に増えてい<と、蚊の媒介によって人から人へ伝染

し、国内に常在化するおそれがあることから、検疫感染症に追加したと

ころである。

こうしたことを踏まえ、チクングニア熱についても、チクングニア熱

の病原体が国内に侵入するのを防止するため、水際において医師による

診察及び病原体の有無の検査を行うとともに、患者等を見つけた場合に

汚染された場所の消毒等の措置を請ずることができるようにする必要が

あることから、チクングニヤア熱を検疫法第2条第 3号の政令で定める

検疫感染症として定める必要がある。

(注 1)日本におけるチクングニア熱の発生状況 (国内への侵入状況)

年  次 報告数 死亡数

2006年
2008年
2009年
2010年 (9月末現在)

２

３

０

３

４
１

(注 2)これまで、チクングニア熱の原因となるチクングニアウイルスは

ネッタイシマカが媒介動物として考えられてきたが、近年の研究では、

日本にも広<分布しているヒトスジシマカが媒介動物としての役害」を果

たしているとの報告がある。
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◎
　
検
疫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
　
参
照
条
文

○
　
検
疫
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

一
号
）

（抄
）

（検
疫
感
染
症
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「検
疫
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
症
を
い
う
。

一　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
規
定
す
る

一
類
感
染
症

一
一　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
う
ち
そ
の
病
原
体
が
国
内
に
侵
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
そ
の
病
原
体
の
有
無
に

関
す
る
検
査
が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（質
問
）

第
十
二
条
　
検
疫
所
長
は
、
船
舶
等
に
乗

つ
て
き
た
者
及
び
水
先
人
そ
の
他
船
舶
等
が
来
港
し
た
後
こ
れ
に
乗
り
込
ん
だ
者
に
対
し
て
、
必
要
な
質
問
を
行
い
、

又
は
検
疫
官
を
し
て
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（診
察
及
び
検
査
）

第
十
三
条
　
検
疫
所
長
は
、
検
疫
感
染
症
に
つ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
診
察
及
び
船
舶
等
に
対
す
る
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
を
行
い
、
又
は

検
疫
官
を
し
て
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
検
疫
所
長
は
、
前
項
の
検
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
死
体
の
解
剖
を
行
い
、
又
は
検
疫
官
を
し
て
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
解
剖
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
遺
族
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
か
、
又
は
遺
族
が
遠
隔
の
地

に
居
住
す
る
等
の
理
由
に
よ
り
遺
族
の
諾
否
が
判
明
す
る
の
を
待

つ
て
い
て
は
そ
の
解
剖
の
目
的
が
殆
ど
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
遺

族
の
諾
否
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（停
留
）

第
十
六
条
　
第
十
四
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
停
留
は
、
第
二
条
第

一
号
に
掲
げ
る
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
期
間

を
定
め
て
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
又
は
第

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
入
院
を
委
託
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
第

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
以
外
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
で
あ
つ
て
検
疫
所
長
が
適
当
と
認
め
る
も
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の
に
そ
の
入
院
を
委
託
し
、
又
は
船
舶
の
長
の
同
意
を
得
て
、
船
舶
内
に
収
容
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
十
四
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
停
留
は
、
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
期
間
を
定
め

て
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
こ
れ
ら
以
外
の
病
院
若
し
く
は
診
療

所
で
あ

つ
て
検
疫
所
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
入
院
を
委
託
し
、
又
は
宿
泊
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
て
宿
泊
施
設
内
に
収
容
し
、
若
し
く
は
船
舶
の
長

の
同
意
を
得
て
船
舶
内
に
収
容
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
期
間
は
、
第
二
条
第

一
号
に
掲
げ
る
感
染
症
の
う
ち
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
は
百
四
十
四
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
ペ
ス
ト
以
外
の
同
号
又
は
同
条

第
二
号
に
掲
げ
る
感
染
症
に
つ
い
て
は
五
百
四
時
間
を
超
え
な
い
期
間
で
あ
つ
て
当
該
感
染
症
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
潜
伏
期
間
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
期

間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
検
疫
所
長
は
、
第

一
項
又
は
第
二
項
の
措
置
を
と

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
停
留
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
当
該
停
留
に
係
る
感
染
症
の
病
原
体
を
保

有
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
停
留
さ
れ
て
い
る
者
の
停
留
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第

一
項
又
は
第
二
項
の
委
託
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
第
十
四
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
停
留
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
当
該

停
留
に
係
る
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
検
疫
所
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
十
四
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
停
留
さ
れ
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
は
、
検
疫
所
長
に
対
し
、
当
該
停
留
さ
れ
て
い
る
者
の
停
留
を
解
く
こ
と

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
検
疫
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ

つ
た
と
き
は
、
当
該
停
留
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
当
該
停
留
に
係
る
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（申
請
に
よ
る
検
査
等
）

第
二
十
六
条
　
検
疫
所
長
は
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
所
有
者
又
は
長
が
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
て
、
当
該
船
舶
若
し
く
は
航
空

機
に
対
す
る
検
疫
感
染
症
の
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
、
消
毒
、
若
し
く
は
ね
ず
み
族
若
し
く
は
虫
類
の
駆
除
、
そ
の
乗
組
員
等
に
対
す
る
診
察
若
し
く

は
予
防
接
種
、
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
検
疫
所
に
お
け
る
検
疫
業
務
に
支
障
の
な
い
限
り
、
こ
れ
に
応
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
検
疫
所
長
は
、
外
国
に
行
こ
う
と
す
る
者
が
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
て
、
検
疫
感
染
症
に
関
す
る
診
察
、
病
原
体
の
有
無

に
関
す
る
検
査
若
し
く
は
予
防
接
種
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
検
疫
所
に
お
け
る
検
疫
業
務
に
支
障
の
な
い
限

り
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
検
疫
所
長
は
、
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
て
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
貨
物
に
対
す
る
検
疫

感
染
症
の
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
、
消
毒
若
し
く
は
虫
類
の
駆
除
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
検
疫
所
に

お
け
る
検
疫
業
務
に
支
障
の
な
い
限
り
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
　
検
疫
法
施
行
令

（昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）

（抄
）

（政
令
で
定
め
る
検
疫
感
染
症
）

第

一
条
　
検
疫
法
　
（以
下

「法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
デ
ン
グ
熱
、
鳥
イ
ン
フ
ル

ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ

つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ

一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
別
表
第
一

Ｈ
五
Ｎ

一
）
」
と
い
う
。
）
及
び

マ
ラ
リ
ア
と
す
る
。

（手
数
料
）

第
二
条
　
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
通
り
と
す
る
。

別
表
第
二
　

（第
二
条
関
係
）

エ
ン
ザ

（病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

一に
お
い
て

「鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（

（略
）

人
又
は
貨
物
に
対
す
る
検
疫
感
染
症
の
病
原
体
の

有
無
に
関
す
る
検
査

（略
）

区

分

（略
）

マ
ラ
リ
ア

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（Ｈ
五
Ｎ

一
）

デ
ン
グ
熱

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

ラ

ッ
サ
熱

マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病

。ヘ
ス
ト

南
米
出
血
熱

痘
そ
う

ク
リ
ミ
ア

・
コ
ン
ゴ
出
血
熱

エ
ボ
ラ
出
血
熱

（略
）

（略
）

一
件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
、
人
○
○
円

（略
）

手

数

料

の

額

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一二
、
五
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
四
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一二
、
五
〇
〇
円

件
に

つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
九
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
九
〇
〇
円

件
に

つ
き
　
　
　
　
　
　
　
人
、
七
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
九
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
九
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
九
〇
〇
円

件
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
一
一、
九
〇
〇
円
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○
　
検
疫
法
施
行
規
則

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）

（抄
）

（仮
検
疫
済
証
の
様
式
等
）

第
六
条
　
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
仮
検
疫
済
証
は
、
別
記
様
式
第
四
と
す
る
。

２
　
法
第
十
人
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
仮
検
疫
済
証
に
付
す
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一　
法
第
二
条
第

一
号

又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
で
停
留
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
感
染
症
に

つ
い
て
法
第
十
六
条
第
二
項

に
定
め
る
時
間

一
一　
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ

一
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
三
百
四
十
時
間

〓
一　
デ
ン
グ
熱
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
三
百
三
十
六
時
間

四
　
マ
ラ
リ
ア
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
六
百
七
十
二
時
間

五
　
検
疫
を
行
う
に
当
た
り
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
つ
い
て
検
疫
感
染
症
の
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
が
な
お
継
続
中
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
検
査
の
結

果
が
判
明
す
る
ま
で
の
時
間
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資料 1-3

感染症法及び省令における届出の関連条文

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】(抄 )

(医師の届出 )

第十二条

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる

者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省 令で定める事項を、第二号

に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最

寄りの保健所長を経由して都道府県知事に 届け出なければならない。

一 ―類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染

症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者 (厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病

原体保有者を含む。)

2前 項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについ

ては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当

該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(感染症の発生の状況及び動向の把握 )

第十四条

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のう

ち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類 感染症若しくは五類感染症

の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所

(以下この条において「指定届出機関」と いう。)を指定する。

2指 定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類

感染症の患者 (厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有 者を含む。以下この

項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の

疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患 者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める

五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当

該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機

関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3前 項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該

届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第一項若しくは第四項又は同条第六項において準用する同条第一項の規定 (これ

らの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出 (新

感染症に係るものを除く。)をしなかつた医師
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(指定届出機関の指定の基準 )

第六条

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に

掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担 当させる指定届出機関

の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の

社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他 の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類

感染症の区分 (以下この条並びに次条第一項及び第二項において「五類感染症指定区分Jとい

う。)に応じ、原則とし て当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定

区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

|― RSウイルス感染症、咽頭結 1莫熱、A群 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所

1溶
血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸

1炎 、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突

1発性発しん、百日咳、ヘルバンギーナ

1及び流行性耳下腺炎

F| 1新型インフルエンザ等感染症を除く。)1所

|≡
隠 性出血性結1莫炎及び流行性角結 1莫 1診療科名中に眼科を含む病院又は診療所

|~1夏

|四 1性
器クラミジア感染症、性器ヘルペスウ 1診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人

~

|イ ルス感染症、尖圭コンジローマ及び 1科 、医療法施行令 (昭和二十三年政令第三百二十

1淋

菌感染症

           L「 13こま翼二           各署と性感染症と組み合わせた名称を診療科名

:科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病

夕療所

「 西琵壼T奮ア7電諏堅≡雪患者を三百人以上収容する施設を有する病院であ

つて、その診療科名中に内科及び外科を含むもの

1染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 ‐――コ
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【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則】(抄 )

(医師の届出)

第四条

3 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症 (法第十二条第
一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、

次に掲げるものとする。

一 アメーバ赤痢

ニ ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除 く。)

三 急性脳炎 (ウ エス トナイル1歯炎、西部ウマ1歯炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本

脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフ トバ レー熱を除 く。)

四 クリプ トスポ リジウム症

五 クロイツフェル トロヤコブ病

六 劇症型溶血性 レンサ球菌感染症

七 後天性免疫不全症候群

八 ジアルジア症

九 髄膜炎菌性髄1莫炎

十 先天性風 しん症候群

十一 梅毒

十二 破傷風

十三 バンコマイシン耐性黄色ブ ドウ球菌感染症

十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

十五 風 しん

十六 麻 しん
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資料 1-4

国際的に注目されている主な薬剤耐性菌

1.多剤耐性アシネトバクター

2.KPC―型カルバペネマーゼ産生肺炎拝菌

3.NDM-1型メタローβ―ラクタマーゼ産生腸内細菌

4.第二世代セファロスポリン耐性大腸菌等腸内細菌(CttX― M-15産生株、S丁 131)

<我が国ではCttX―M-9やCttX―M‐ 14産生株が多い>

5.カルバペネム耐性の緑膿菌等ブドウ糖非発酵菌(多剤耐性傾向を示すため)

国立感染症研究所 荒川宜親 作成    (Oct.1,2010)
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海外での主な多剤耐性菌検出概況

1.米国SSI(手術部位感染)の分離菌の薬剤耐性報告 じよる

2.ヨ ーロッパの抗菌薬耐性サーベイランス (2008年)の報告による

3.海外での多剤耐性Ac」i12θ

"ba働
釘検出状況 (文献情報による)

4.多剤耐性緑膿菌の分離状況 (文献情報による)

アメリカ

(SSI)

カナダ ヨー ロ ッパ

(2008年 )

韓 国 台湾 中国 日本 .

(」ANIS)

カルバペネム1耐
′性

大腸菌

2006-7年

2.596

2010イ■

0.15%

カルバペネムlluNl性

肺炎祥菌

2006-7イ■

5.2%

1-5%(7カ 国

のみで検 出 )

2010イ十

0.3°/0

多剤耐性大腸菌 (4

系統以上)

3.1%

多剤耐性肺炎7il_菌

(3系統以上)

14.0%

多剤 llil性 アシネ |

バクター

2006-7年

34%

5.6%

(ド イツ )

15.180/。

12007‐ 9)

59.4% 2009年

0.2%

多剤 1耐性緑膿菌 1993年

4%

2002年

20084■

5.9%

6%(5系統

に1耐性 )

2004年

1.8%

2003/t‐ 13.8%

20084卜 24.7%

2009年

2.4%
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主な薬剤耐性菌の出現の経過

MRSA
PRSP

GP:グラム陽性菌

GN:グラム陰性菌

VRE

MR口 S“ aυreυs rermJ

PRGBS

MR口S.ρneυm fmefEJ

1990

EM―RE.co〃 rereJ

ESBL産生菌  MBL産生菌

MDR‐TB oXDR―丁B

MR“M.ρneυ廟o月わe

汎AG耐性菌

PMQR

多剤耐性アシネトバクター

セリン型カルバペネマー

OXA―型

KPC型

NDM

MDRP

MBL:lMP,VIM
GIM, SiM

1970

MDR:多剤耐性
ESBL:基質拡張型β・ラクタマーゼ

MBL:メタロロβ・ラクタマーゼ

EM‐R:エリスロマイシン耐性
AG:アミノ配糖体
MR:マクロライド耐性
PMQR:プラスミド媒介性キノロン耐性
MDRP:多剤耐性緑膿菌
TB:結核菌
PRGBS:ぺニシリン低感受性B群連鎖球菌
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新規抗菌薬の発見の報告・発売 (日 本 )

(東海大学医学部 藤本先生より拝借 )

30

25

20

歎
15

10

5

0

回発 売

発 見

30   40 50 60 70

年代

80  90  2000 2009年 10月 現在

近年、新規抗菌薬の

開発・発売は著しく停

滞している。

残りは0
(ゼロ)

発見の報告は発売の報告に平均で約7年先行している。

発見の報告があり未発売の抗菌薬はもはや無い。
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1.多剤耐性アシネトバクターの急増
ニューヨークブルックリン地区における肺炎禅菌、

アシネトバクター・バウマニ、緑膿菌のイミペネム耐性率
アシネ トバクタニのイミペネム耐性率

(アメリカ合衆国)

イ
ヽヽ
ペヽ
ネ
ム
耐
性
率

％

８

６

４

２

０

８

イ
ミ
ペ
ネ
ム
耐
性
率

％

―
PSetrd。

“
。
“
os● erllg′r10,α

―
AC′ C々・ど。b●cter bο υ

"orl17″
‐‐・ κ′cわ sre′′σ ρnet′ m oη ′αε

６

　

４

2

0-― ――― ― ―――― ――― ―一一―  ― ――一一 ――
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世界のカルバペネム耐性アシネトバクターの分離状況と分
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多剤耐性アシネトバクターがなぜ問題視されるのか?!

1.グラム陰性拝菌による感染症の治療薬として認可されている

ほとんど全ての抗菌薬に耐性を獲得

海外では、コリスチン耐性株も出現、増加しつつある。

2.在来型と外来型のアシネ トパクターとは性質が違う!

海外の医療現場で広がり、問題となつているのは、主として
CC92(clonal complex 92)に 属する株である。

3.ア シネ トパクターは湿潤環境で長期間生息、乾燥にも強い。

4.腸内などにいるだけでは、無症状→発見の遅れ→対策の遅れ
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厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)事業

検査部門による

主要な薬剤耐性菌の発生動向把握

検査部門 :検査室で実施した全ての薬剤感受性試験結果 (自 動)

全入院患者部門:5種類の耐性菌による感染症の罹患率、感染率

lCU部門:VAP,CRBSI,UTIの 発生率

SSl部 F]:手術手技別などの手術部位感染症の発生率

NICU部門:MRSA等による感染症の発生状況
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院内感染対策サーベイランス公開情報 検査部門
2∞8年報(1月 ～12月 )

4.特 定の耐性菌分離患者数と全医療機関の分離率分布
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院内感染対策サーベイランス公開情報 検査部門
2008年報(1月 ～12月 )

4.特 定の耐性菌分離患者数と全医療機関の分離率分布
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CttX‐M二型β―ラクタマーゼ産生菌の世界的な出現状況
Rafael Cant6n and tteresa M Coque

I CTX‐M Oroup

l lll CTX‐
M‐ 1

1 111 CTX‐ M‐2

1 1■■CTX‐ M‐8

. 睡憂ヨ CTX・ M‐9

|‐
1  __.

Endemicity 目■  SpOradた reports □ No data

:n some countries,such as het,SA.on:y sporadic repo‖ ぉof the isolation of CTX‐ M producing isOlates have been published;however,in rnOst

ELropean countries an endemic smaOon can be recogn12ed.Dttgett enzymes are not equally represented in a‖ geo9r“力ic areasi en2ymeS from

the CTX‐ M‐9 97oup are wel:腱 presented in he cotntries surounding the Medに erranean Sea and in he united KingdOm.CIx‐ M‐ 2 has bem
mainけ iSOlatedin Som Amelca and Japan and CTX‐ M‐ 1 5 is spread nearly wclridwide.
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セフォタキシム、レボフロキサシン耐性大腸菌の国内における状況

院内感染対策サニベイランス公開情報 検査部門
2∞7年報(7月 ～12月 )

院内感染対策サーベイランス公開情報 検査部門

2∞8年報(1月 ～12月 )

5.主 要菌の抗菌薬感受性 *

Escherichia coli**

■感性 (S)  中間 (1' ■耐性 (R)

A3PC in=24038i

':PC lni24503〕

0ヽ     10ヽ     20ヽ     30ヽ     4oヽ     50ヽ     60ヽ     70ヽ     8oヽ     90ヽ    100年

入院8嶺 として報告された検体を集計した
百分率を四澪五入し整籠で表示

・ 米国CLS1 2007 1Ml∞ ‐S171■ 牟姜し、集計時にSIRの t4定ができない報告は集計から銅踪
●・ 腱名コード2ml-2007と報告された鑽

5.主要菌の抗 菌薬感受性 *

Escherichia coli**

■感性 (S)  中間
`1)

■耐性 (R)

ABFIC In二 68586

PlPC in=69342

0ヽ     10ヽ     20ヽ     30ヽ     4o、′    r.0ヽ     60ヽ     '0ヽ     80ヽ     90ヽ    100ヽ

入院患名として報告された検体を集計した

百分率を円捨五入し墜はで表示
。米国CtSI節伊 γl∞ S171=準 いし.集計崎にS:Rの判定ができない報告は集計から聞除

・・ 腱名コード 2∞ l～ 2007と 報告された菌
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